
● 
　　一般的には、2親等までの方が亡くなった場合や、故人と同居されていた場合は、
　　3親等までの範囲を喪中とし、喪中ハガキを用意することが多いようです。
　　　1親等・・・両親および子供　　　　　　2親等・・・兄弟姉妹、孫、祖父母
　　　3親等・・・父母の兄弟姉妹（叔父・伯父、叔母・伯母）、兄弟姉妹の子供（甥・姪）、曽祖父母 

● 
　　例年 年賀状のやり取りをしている方にお出しします。形式的ではありますが、
　　葬儀に参列頂いても年賀状を頂いている方へは出すようにします。
　　ご親戚についても、年賀状のやりとりをしているかどうかを基準にお考え下さい。
● 
　　送る相手が年賀状の準備を始める前には送る必要があります。できれば 11 月の
　　中旬から遅くとも 12 月上旬までには届くように準備しましょう。
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